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（１）担当部署の体制

○国保担当部署：市民安全部保険課　保険第１係の４名（事務職１名〈臨時〉、保健師２名〈正規〉、
 管理栄養士１名〈臨時〉）で担当。

【連携の状況、役割分担等】
　平成27年度に作成したデータヘルス計画は、御所市国保の
データ等から得られた健康課題を捉えて、国保のみならず
衛生部門・介護部門と連携した医療費適正化に向けた保健
事業計画として作成し、保健事業を推進しています。

（２）特定健診実施率の向上に効果があった取組

【受けやすい健診体制と魅力ある健診内容】
　平成18年度に医療費分析から国保の健康課題を分析し、平成19年度には特定健診のニーズ調査の
結果を基に、御所市に応じた特定健診の体制整備（個別・集団・地域巡回健診及び夜間・休日健診等）を
行い、また魅力的な健診内容にすることで、集団健診受診者の増加につながっています（検査項目の
追加、試食の提供と栄養指導、受診者全員に前年度の健診結果を基に、保健師・管理栄養士による
個別健康相談の実施）。さらに医療費分析の結果から、若年層（30歳代）の健診の実施も行っています。

【特定健診未受診者勧奨】
　平成21年度から保険課直営での受診勧奨を実施、平成26年度より業者委託に変更し、電話（夜間含）、
訪問による受診勧奨を開始。未受診者及び継続受診者を対象に行っています。今年度から特に受診率の
低い若い年代（40歳代）の受診率向上の為、レセプトデータと突合し重点的に実施しています。

【インセンティブの付与】
　特定健診補助金制度（初回受診または２年連続受診者）事業として、自己負担1,000円のキャッシュ
バック（資料１）を行っています。

【マンパワーの確保】
　県特別調整交付金を活用し管理栄養士等の雇い上げを行っています。

【啓発の強化】
　対象者を40・50歳代の若い世代に向けた、目を引くチラシ・ハガキ・封筒の作成、御所市国保の
医療費の状況や課題等盛り込んだカスタマイズチラシ等の作成（巻末特集参照）、年２回受診勧奨通知を
実施しています。
　毎月特定健診等の記事を広報紙へ掲載、市長を広告塔に起用し、脱メタボ体験記でのPRしています。
公用車・巡回バスへの広告掲載等も行っています。

（３）特定保健指導実施率の向上に効果があった取組

【集団健診で特定保健指導対象者の選定】
　集団健診受診時に特定保健指導対象者への個別健康相談を通じて、前年度の健診結果を基に、特定
保健指導利用について意識づけと勧奨を行っています。

【対象者に応じた特定保健指導の日程とコース設定】
　対象者全員に郵送と電話で利用勧奨を実施し、利用しやすい曜日やコースを選択してもらいます
（夜間・日曜・訪問・電話・メールコース等多種設定（資料２））。経年の健診結果をみながら、利用を
勧めたり、各個人の利用しない理由に応じて勧奨を行っています。無理なく生活習慣を改善する方法を
一緒に考えましょうと誘っています。
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（４）他の保健事業や地域づくり活動と連動した取組

【生活習慣病予防教室（ココから元気カフェ inごせ）の開催】（資料３）
　特定健診受診者で、健診結果が特定保健指導閾値以
上の人に案内し、特に御所市の課題である高血圧症の
人には電話勧奨を実施しています。講座内容は、委託業
者と事業開始前の企画・調整を実施。実際の事業にも職
員が参加し、カンファレンスにより毎回の事業内容を修
正しています。
　また、講座を修了すると特定保健指導の積極的支援を
終了できるプログラム内容にしています。

【慢性腎不全ハイリスク者・レッドカード（奈良県糖尿病
等治療勧奨事業）対象者への受診勧奨事業】
　医師連絡票等を活用し、電話と郵送により医療受診
を勧め、2・3か月以降にレセプトと突合し未受診者に
は、再度電話勧奨を行なっています。

【その他】
○集団健診にあわせて受診できるよう糖尿病等起因歯科
　健診を同時開催
○若年層（30歳代）の保健指導の実施
○衛生部門とは、担当課事業の啓発の機会に相互の健診等の啓発を実施したり、特定健診結果通知の
　際に、保健事業や介護予防事業のチラシを同封し、利用勧奨に繋げています。

（５）取組の感想・課題

　平成20年度から「特定健診・特定保健指導」が法制化されることになり、平成18年度に国保の医療費
分析、平成19年度に特定健診のニーズ調査を実施しました。当時基本健診の受診率は７％と健診を
受診する人が極端に少ない状況でした。医療費分析からは、御所市の一人当たり医療費が県内平均と
比べて高く、年々増加していること、医療費の多くは生活習慣病が占めること、またCKDにより新規
人工透析導入者が毎年10人づつ増加していること等、御所市民は、健診を受ける人が少なく、疾病を
発症し重症化してから受診する人が多く、医療費が高騰化している、という状況でした。平成20年度
から特定健診を開始するにあたり、特定健診等実施計画を策定し、特定健診受診率の向上に取り組むと
ともに、医療費適正化の為には保健指導の利用者を増やし、生活習慣病の発症・重症化予防に取り
組む人を増やすことを意識し実施してきました。また重症化予防のための早期医療受診を勧める事業と
して、CKD対策事業や医療受診勧奨事業を行ってきました。実施計画や事業のルーティンを毎年行い、
PDCAサイクルに準じて事業の修正見直しを行いながら、特定健診・特定保健指導、その他の保健事業を
実施してきた結果、平成25年度には県下最下位の受診率から県下12市中１位の受診率となり、特定
保健指導の終了率は、平成20年度からこれまで12市中1位で推移しています。今後も、平成27年度に
作成したデータヘルス計画に基づき、保健事業を行い、医療費の適正化、健康寿命の延伸・健康増進に
取り組んでいきます。
　
　今後勧めていきたい取り組みとして、過去１年だけ実施した衛生部門との連携による特定健診とがん
検診とのセット健診及び保険・衛生・介護の事業に対するポイント制によるインセンティブの付与で、
健康づくりに取り組む人の増加を目指していきたいと考えます。

特定保健指導の様子

生活習慣病予防教室（ココから元気カフェinごせ）
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資料３
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（１）担当部署の体制

○国保担当部署：市民生活部保険課　国民健康保険係の事務職１名で特定健診担当。
○保健衛生担当部署：保健福祉部健康増進課  ５名（保健師４名、管理栄養士１名）で特定健診、
 特定保健指導を担当。
【連携の状況、役割分担等】
保険課：資格確認、受診券発券と通知、無料クーポン券発券と通知を行っています。
健康増進課：特定健診受診勧奨、特定保健指導全般を行っています。
※事業ごとの動きや起案等で随時相談しています。

（２）特定健診実施率向上に効果があった取組

○集団健診前に3年間未受診者への受診勧奨通知を行いました。
○１月に昨年度受診者で今年度未受診者に対する受診勧奨通知を行いました。
○無料クーポン券（40歳から5歳きざみで60歳まで）の配付をしました（資料１）。
○19歳からの健康診断受診の習慣づくりのためのプレ特定健診（市内幼稚園の懇談時に子宮頸がん
検診もセットで紹介）を実施しました。
○土日、女性限定、託児ありの集団健（検）診（がん検診〈肺、大腸、胃、前立腺、子宮、乳〉
肝炎ウィルスもセット）を実施しました（資料２）。
○大字（地区）別の受診状況を把握し（資料３）、国保運営協議会で報告、出席していた区長（自治会長）
からの意見を取り入れ、区長会議の場で提案しました。その後、同意が得られた大字への出前健診を
実施し（平成26、27年度）、新規受診者の発掘を行いました。
○人間ドック契約病院からデータで直接受領しました。
○商工会健診受診者への情報提供依頼を行いました。

（３）特定保健指導実施率の向上に効果があった取組

○特定保健指導対象者への全数訪問を行いました。
○集団健診時に特定保健指導の対象にあがりそうな方（当日の腹囲、BMI、血圧等や服薬状況）と
顔つなぎと簡単な保健指導を実施しました。
○結果通知に手書きメッセージを添えました。

（４）他の保健事業や地域づくり活動と連動した取組

○健康づくり推進員と協働した受診勧奨（公共機関以外のポスターの掲示、イベントでのPR、健康
づくり推進員による大字健康教室内でのPR、受診勧奨媒体の工夫）を行っています。
○19歳からのプレ特定健診（市内幼稚園の懇談に合わせて子宮がん検診もPR）を実施しています。

（５）取組の感想・課題

○特定保健指導の集団実施の場所を対象者にとって身近で利用しやすい場所、時間帯での開催の検討を
行う必要があると考えます。
○医師との連携強化（特定健診受診勧奨や特定保健指導実施率向上のため）が課題と考えます。
○特定健診、特定保健指導実施率の向上の取り組みとともに葛城市内住民の健康意識の向上もセットで
　行う必要があると考えます。

3  特定健診・特定保健指導の実施概要






